
＜定義＞
※対象期間︓2017年4⽉〜2022年3⽉

【40】輸⾎⽤⾎液製剤廃棄率

（分⼦）薬剤管理指導料の算定回数
（分⺟）⼊院期間中７⽇に１回の算定機会数

＜コメント＞
　わが国では、輸血用血液製剤は献血による血液を用いて⽇本赤十字社において調整・供給されています。
　近年では少⼦⾼齢化が進むにつれて献血者が減少し、血液製剤の将来における不⾜が懸念されており、血液製剤は益々貴重な資源として認識され
るようになってきています。
　そのため血液製剤の廃棄量を減少させることは、貴重な資源の有効利用の観点からも⼤変重要な課題であり医療関係者の責務でもあります。
　当院でも輸血療法委員会を中⼼に、T&S・MSBOSの導⼊や、適正輸血の推進、また血液製剤の院内での有効利用の推進、在庫量の再検討を⾏
うなど廃棄血削減に取り組んでおります。
　現在の血液製剤廃棄率は低い廃棄率を維持しており、かつ年々減少しています。

T&S・MSBOS︓医療費の削減、⼿術用血液製剤の有効利用ならびに輸血検査業務の省⼒化・合理化を目的として考案された輸血システム
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